令和8年6月1日
保護者様　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（2026年）
和歌山市立宮前小学校
校　長　　西山　暢亮
警報等発表時の措置について ≪改訂版≫

　自然災害の恐れのある場合の登校ならびに緊急安全措置については、下記のようにいたします。令和８年５月２８日より、気象警報は新設や名称変更など大きく変わりました。このプリント≪改訂版≫を見やすい所に掲示するなどして、安全には万全を期してくださいますよう、お願いします。

	登校前に発表中
	登校の一時見合わせ　自宅待機
ただし、午前６時に発表中の場合、その後解除されても給食なし　11時45分頃下校

	午前８時までに解除
	安全を確認した上で、登校
給食なし　11時45分頃下校

	午前８時に発表中
	臨時休業
外出せずに自宅で過ごす

	登校後に発表
	一斉下校　または　保護者による迎え
ただし、レベル４危険警報・レベル５特別警報発表時、または、一斉下校が危険であると考えられる時には、全児童が学校待機しますので、保護者によるお迎えをお願いします。


１、和歌山市に、レベル３以上の大雨警報・レベル３以上の土砂災害警報・暴風警報・大雪警報が発表の場合












	登校前
	臨時休業

	登校後
	震度に関係なく、危険が予測される場合は、児童を安全な場所に避難誘導し、情報収集した上で、待機させるか下校させるかを決定する。


2， 和歌山市で震度５弱以上の地震を観測した場合、または、津波警報・大津波警報が発表の場合





３，
	臨時休業


避難勧告、避難指示により宮前小学校が避難所となる場合　

· 　危険が予想される場合には、保護者の判断で登校を一時見合わせてください。
· 　臨時休業となった場合、翌日は時間割通りの準備をさせてください。
· 　宮前小学校の適用区域は【和歌山市】です。放送等で発表区域が紀北となっている場合は、【和歌山市】　　
であるかの確認をしてください。

